
特定生産緑地（青梅市）の解除

生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の６第１項の規定にも

とづき、特定生産緑地を次のように解除する。

令和５年８月１８日

青梅市長 浜 中 啓 一

「区域は指定図表示のとおり」

以 上

地区番号 位置 特定生産緑地の解除面積 公示日

74 柚木町３丁目地内 約 1,600 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

176 藤橋２丁目地内 約 80 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

178 藤橋２丁目地内 約 1,060 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

205 今井１丁目地内 約 680 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

229 今井２丁目地内 約 1,590 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

237 今井２丁目地内 約 1,060 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

300 梅郷６丁目地内 約 810 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

325 梅郷５丁目地内 約 1,080 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

336 梅郷５丁目地内 約 1,040 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

437 新町１丁目地内 約 1,170 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

501 新町２丁目地内 約 870 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

511 新町５丁目地内 約 1,980 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

515 新町１丁目地内 約 830 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

517 新町２丁目地内 約 750 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

582 新町９丁目地内 約 990 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

700 新町４丁目地内 約 1,070 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日

835 新町５丁目地内 510 ㎡ 令和 5 年 8 月 18 日


